
宝塚市給水装置工事施工指針　新旧対比表

第１章　総則 第１章　総則

第2節　適用 第2節　適用

１　（略） １　（略）

２　この指針の適用に疑義が生じた場合は、宝塚市上下水道事業管理者（以下【管理
者】という。）と協議を行うこと。

２　この指針の適用に疑義が生じた場合は、宝塚市上下水道事業管理者（以下【管理
者】という。）の指示による。

第６節　給水装置工事の種類 第６節　給水装置工事の種類

１　（略） １　（略）

２　修繕工事は、法第法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な
変更を除くもので、原則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部
分的な破損箇所を修理する工事。

２　修繕工事は、法第法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な
変更を除くもので、原則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部
分的な破損箇所を修理する工事。

　※　給水装置の軽微な変更とは【施行規則第13条】
　　　法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更とは、単独
水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用
具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る。）をいう。

　※　給水装置の軽微な変更とは【施行規則第13条】
　　　法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更とは、単独
水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用
具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る。）をいう。

第７節　給水装置工事等の施工と給水義務 第７節　給水装置工事等の施工と給水義務

１　（略） １　（略）

２　給水装置の新設、改造、修繕（法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水
装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、
あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。【条例第5条】

２　給水装置の新設、改造、修繕（法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水
装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、
あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。【条例第5条】

３　（略） ３　（略）

１～２　（略） １～２　（略）

３　給水装置工事の承認は、当該給水装置の設計が、政令第6条及び条例第7条の2
の規定に適合していることの確認及び当該給水装置により給水することを管理者が承
諾することである。
　　　（略）

３　給水装置工事の承認は、当該給水装置の設計が、政令第5条及び条例第7条の2
の規定に適合していることの確認及び当該給水装置により給水することを管理者が承
諾することである。
　　　（略）

第８節　給水装置工事の基本項目 第８節　給水装置工事の基本項目

１～８　(略) １～８　(略)

９　管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施工した給水装
置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水
を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装
置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合し
ていることを確認したときは、この限りではない。【条例第34条第2項】

９　管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施工した給水装
置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水
を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装
置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合し
ていることを確認したときは、この限りではない。【条例第34条第2項】

１　（略） １　（略）

２　給水装置材料は、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合
しているもののうちから、布設場所、使用箇所、施工方法及び維持管理等を考慮し、
最も適正な材料を選定する。
　　（略）

２　給水装置材料は、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合
しているもののうちから、布設場所、使用箇所、施工方法及び維持管理等を考慮し、
最も適正な材料を選定する。
　　（略）

３～６　（略） ３～６　（略）

７　1区画内の敷地内に設置する給水装置は、1棟1給水装置とする。同一敷地内に不
要な既設給水装置がある場合は、滞留水による水質問題や漏水のリスクが上がるた
め、分岐部より全て撤去すること。

第2章　給水装置の基本計画

第４節　口径決定の手順 第４節　口径決定の手順

１　口径決定の手順
　口径決定の手順は、まず給水用具の所要水量を設定し、次に同時に使用する給水
用具を設定し、管路の各区間に流れる流量を求める。次に口径を仮定し、その口径で
給水装置全体の所要水頭が、設計水圧以下であること、管内流速が2m/秒以下かどう
かを確かめ、満たされている場合はそれを求める口径とする。このとき、必要以上に大
きい口径にすると、使用水量に対して管口径が過大になり、配水管から蛇口までの間
で水が滞留し、水質保全上問題となる。

１　口径決定の手順
　　　口径決定の手順は、まず給水用具の所要水量を設定し、次に同時に使用する給
水用具を設定し、管路の各区間に流れる流量を求める。次に口径を仮定し、その口径
で給水装置全体の所要水頭が、設計水圧以下であるかどうかを確かめ、満たされてい
る場合はそれを求める口径とする。

２　（略） ２　（略）

３　同時使用水量とは、給水栓等の給水用具が同時に使用された場合の使用水量で
あり、瞬時の最大使用水量に相当する。

３　同時使用水量とは、給水栓、給湯器等の給水用具が同時に使用された場合の使
用水量であり、瞬時の最大使用水量に相当する。

改正後 改正前

第2章　給水装置の基本計画
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改正後 改正前

第５節　計画使用水量の決定 第５節　計画使用水量の決定

（２）　３・４階建て直結直圧方式 （２）　３・４階建て直結直圧方式

イ　直結直圧給水における標準口径と給水戸数（表２－７） イ　直結直圧給水における標準口径と給水戸数（表２－７）

表２－７標準口径と給水戸数表 表２－７標準口径と給水戸数表

注１～２　（略） 注１～２　（略）

注３　ワンルームタイプ等とは、１Ｒ、１Ｋ、１ＤＫ、１ＬＤＫを標準とする。

４　一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル等における同時使用水量の算定方法 ４　一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル等における同時使用水量の算定方法 

表２－１１給水用具給水負荷単位　（給水装置工事技術指針2020） 表２－１１給水用具給水負荷単位　（空気調和・衛生工学便覧　第14版）

第６節　給水管の口径の決定 第６節　給水管の口径の決定

１～３　（略） １～３　（略）
４　給水管内の流速は、過大にならないよう配慮することが必要であり、２ｍ／秒以下を
基準とする。

４　給水管内の流速は、過大にならないよう配慮することが必要であり、原則として２ｍ
／秒以下を基準とする。

５　（略） ５　（略）

第３章　給水装置の材料

第２節　メーターまでの使用材料 第２節　メーターまでの使用材料

１～２　（略） １～２　（略）

３　配水管への取付口からメーターまでの間の給水管は、口径５０㎜以下は水道用耐
衝撃性硬質塩化ビニール管（ＨＩＶＰ）、口径７５㎜以上は敷地内のソフトシール仕切弁
まで水道用ダクタイル鋳鉄管を使用すること。

３　配水管への取付口からメーターまでの間の給水管は、口径５０㎜以下は水道用耐
衝撃性硬質塩化ビニール管（ＨＩＶＰ）、口径７５㎜以上は水道用ダクタイル鋳鉄管を使
用すること。

４　（略） ４　（略）

５　配水管の分岐からメーターまでの２０㎜～５０㎜の標準配管は、図３－１・２０㎜～５０
㎜分岐工事標準図のとおりとする。

５　配水管の分岐からメーターまでの２０㎜～４０㎜の標準配管は、図３－１・２０㎜～４０
㎜分岐工事標準図のとおりとする。

第３章　給水装置の材料

２～４個 ５～１０個 １１～１５個

３０㎜(既設のみ) ４戸まで ３戸まで ２戸まで

４０㎜ １２戸まで ６戸まで ５戸まで

５０㎜ ２４戸まで １２戸まで ８戸まで

給水管標準口径
１戸当たりの給水器具数

ワンルーム ファミリー
タイプ等 タイプ

３０㎜(既設のみ) ４戸まで ２戸まで

４０㎜ １２戸まで １２戸まで ６戸まで ５戸まで

５０㎜ ２４戸まで ２４戸まで １２戸まで ８戸まで

２～５個
６～１０個

１１～１５個

３戸まで

給水管標準口径

１戸当たりの給水器具数

公衆用 私室用 公衆用 私室用

大便器 洗浄弁 10 6 事務室用流し 給水栓 3

大便器 洗浄タンク 5 3 台所流し 給水栓 3

小便器 洗浄弁 5 調理流し 給水栓 4 2

小便器 洗浄タンク 3 食器洗い流し 給水栓 5

洗面器 給水栓 2 1 連合流し 給水栓 3

手洗い器 給水栓 1 0.5 洗面流し 給水栓 2

医療用手洗い器 給水栓 3

水飲み器 水飲み水栓 2 1 掃除流し 給水栓 4 2

浴　槽 給水栓 4 2 洗濯流し 給水栓 2

シャワー 混合弁 4 2 湯沸し器 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 2

浴室ユニット 大便器FV 8 散水・車庫 給水栓 5

浴室ユニット 大便器FT 6

水　栓
器具給水負荷単位

器具名 水　栓
器具給水負荷単位

器具名
公衆用 私室用 公衆用 私室用

大便器 洗浄弁 10 6 事務室用流し 給水栓 3

大便器 洗浄タンク 5 3 台所流し 給水栓 3

小便器 洗浄弁 5 調理流し 給水栓 4 2

小便器 洗浄タンク 3 食器洗い流し 給水栓 5

洗面器 給水栓 2 1 連合流し 給水栓 3

手洗い器 給水栓 1 0.5 洗面流し 給水栓 2

医療用手洗い器 給水栓 3

水飲み器 水飲み水栓 2 1 掃除流し 給水栓 4 3

浴　槽 給水栓 4 2 洗濯流し 給水栓 2

シャワー 混合弁 4 2 湯沸し器 ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 2

浴室ユニット 大便器FV 8 散水・車庫 給水栓 5

浴室ユニット 大便器FT 6

器具給水負荷単位
器具名 水　栓

器具給水負荷単位
器具名 水　栓
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改正後 改正前

１　（略） １　（略）

表３－１　給水装置指定材料一覧表 表３－１　給水装置指定材料一覧表

※　上記に記載のない給水材料については、事前に別途承認を受けるものとする。 ※　上記に記載のない給水材料については、事前に別途承認を受けるものとする。

※　品名欄に番号が付されている材料は、図３－１・２０㎜～５０㎜分岐工事標準図と
おりとする。

※　品名欄に番号が付されている材料は、図３－１・２０㎜～４０㎜分岐工事標準図と
おりとする。

２　給水管の分岐材料は、次に掲げる「表３－２給水管分岐材料表」による。 ２　給水管の分岐材料は、次に掲げる「表３－２給水管分岐材料表」による。

表３－２給水管分岐材料表 表３－２給水管分岐材料表

（削除）
注　県・国道等交通量の多い道路で４０mm以上の道路横断部は、水道用ダクタイル鋳
鉄管（７５mm）で施工すること。

※　４０×２５のサドル付分水栓は日本水道協会規格外品のため、認めない。

第３節　メーター下流側の使用材料 第３節　メーター下流側の使用材料

１　メーターの下流側の給水装置に使用する給水管及び給水用具は、政令第6条に規
定する構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。

１　メーターの下流側の給水装置に使用する給水管及び給水用具は、政令第5条に規
定する構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。

２　（略） ２　（略）

品　　　名 規格番号等 備　　　考

①水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管 ＪＩＳ　Ｋ６７４２ 口径１３～１００㎜

ＪＩＳ　Ｋ６７４３ 口径１３～１００㎜

又は、第三者認証及び自己認
証機関の検査合格品で管理者
が承認したもの

ソケット、径違いソケット、キャップ、
ベンド

水道用ダクタイル鋳鉄管
口径　７５　　　　Ｋ形 JIS　A　5314‐1998 ３種管

口径　７５～　　　ＧＸ形 JDPA　G　1049‐2011 Ｓ種管

水道用ダクタイル鋳鉄異形管
口径　７５　　　　Ｋ形 JIS　A　5314‐1998

口径　７５～　　　ＧＸ形 JDPA　G　1049‐2011 １種管

硬質塩化ビニールライニング鋼管 ＪＷＷＡ　Ｋ１１６　Ｋ１１７

特殊押輪
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

ＦＣＤ製

③Ａ形ボール式サドル付分水栓（鋳鉄
管用）

ＪＷＷＡ　Ｂ１１７ 75～300×20･25･40

③Ａ形ボール式サドル付分水栓（ビニ
ル管用）

ＪＷＷＡ　Ｂ１１７ 40～150×20･25･40

④甲型止水栓 ＪＷＷＡ　Ｂ１０８ 13～50㎜、平行おねじ形、キーハンドル

⑦ボール式伸縮止水栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

13～40㎜、平行おねじ形・伸縮形、ハン
ドル付き、平行おねじはJISB0202規格と
する。

水道用ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１２０ 50㎜以上、2種、右回り開き、左回り閉じ

逆止弁付ボール式止水栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

３～４階建て建物への直結直圧給水、及
び直結増圧式給水に適用

ＪＷＷＡ　Ｂ１２９

又は、第三者認証及び自己認
証機関の検査合格品で管理者
が承認したもの

割Ｔ字管
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

５０㎜以上

水道用急速空気弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１３７ フランジ形、フランジ付き

水道用補修弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１２６ ボール弁、レバー式

水道用単口消火栓 ＪＷＷＡ　Ｂ１０３ （浅層埋設形）

空気弁付消火栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

分水栓用、止水栓用

１３～５０㎜

⑧メーター用フレキシブル継手
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

１３～２５㎜

⑨ユニオンナット（ガイド付き）
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

１３～２５㎜

⑥止水栓室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４７ １３～５０㎜、ＦＲＰ蓋

１３～４０㎜用ＦＲＰ蓋

５０㎜以上用、ダクタイル鋳鉄製蓋又は
鋼板製蓋（局現場検査）

地下式消火栓室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４８ レジンコンクリート製

ＪＷＷＡ　Ｋ１３２

ＪＷＷＡ　Ｋ１４８

空気弁室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４８ 　レジンコンクリート製

明示テープ、明示シート 局支給品 　７５㎜以上

明示鋲 局支給品 （官民界の道路側に設置）

②水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管
継手

水道用逆流防止弁
３～４階建て建物への直結直圧給水、及
び直結増圧式給水に適用

⑤伸縮式可とう継手(メーター用)
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

⑩メーターボックス 管理者が承認したもの

仕切弁室 レジンコンクリート製

品　　　名 規格番号等 備　　　考

①水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管 ＪＩＳ　Ｋ６７４２ 口径１３～１００㎜

ＪＩＳ　Ｋ６７４３ 口径１３～１００㎜

又は、第三者認証及び自己認
証機関の検査合格品で管理者
が承認したもの

ソケット、径違いソケット、キャップ、
ベンド

水道用ダクタイル鋳鉄管
口径　７５　　　　Ｋ形 JIS　A　5314‐1998 ３種管

口径　７５～　　　ＧＸ形 JDPA　G　1049‐2011 Ｓ種管

水道用ダクタイル鋳鉄異形管
口径　７５　　　　Ｋ形 JIS　A　5314‐1998

口径　７５～　　　ＧＸ形 JDPA　G　1049‐2011 １種管

硬質塩化ビニールライニング鋼管 ＪＷＷＡ　Ｋ１１６　Ｋ１１７

特殊押輪
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

ＦＣＤ製

③Ａ形ボール式サドル付分水栓（鋳鉄
管用）

ＪＷＷＡ　Ｂ１１７ 75～300×20･25･40･50

③Ａ形ボール式サドル付分水栓（ビニ
ル管用）

ＪＷＷＡ　Ｂ１１７ 40～150×20･25･40･50

④甲型止水栓 ＪＷＷＡ　Ｂ１０８ 13～50㎜、平行おねじ形、キーハンドル

⑦ボール式伸縮止水栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

13～40㎜、平行おねじ形・伸縮形、ハン
ドル付き、平行おねじはJISB0202規格と
する。

水道用ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１２０ 50㎜以上、2種、右回り開き、左回り閉じ

逆止弁付ボール式止水栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

３～４階建て建物への直結直圧給水、及
び直結増圧式給水に適用

ＪＷＷＡ　Ｂ１２９

又は、第三者認証及び自己認
証機関の検査合格品で管理者
が承認したもの

割Ｔ字管
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

７５㎜以上V型

水道用急速空気弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１３７ フランジ形、フランジ付き

水道用補修弁 ＪＷＷＡ　Ｂ１２６ ボール弁、レバー式

水道用単口消火栓 ＪＷＷＡ　Ｂ１０３ （浅層埋設形）

空気弁付消火栓
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

分水栓用、止水栓用

１３～５０㎜

⑧メーター用フレキシブル継手
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

１３～２５㎜

⑨ユニオンナット（ガイド付き）
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

１３～２５㎜

⑥止水栓室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４７

１３～２５㎜　ＦＲＰ蓋
４０～５０mm　鋳鉄蓋
道路上に設置する場合は口径によらず鋳
鉄蓋

１３～４０㎜　ＦＲＰ蓋又はダクタイル
鋳鉄蓋

５０㎜以上　ダクタイル鋳鉄製蓋

地下式消火栓室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４８ レジンコンクリート製

ＪＷＷＡ　Ｋ１３２

ＪＷＷＡ　Ｋ１４８

空気弁室 ＪＷＷＡ　Ｋ１４８ 　レジンコンクリート製

明示テープ、明示シート 管理者指定の同等品以上のもの 　７５㎜以上

明示鋲 局支給品 （官民界の道路側に設置）

②水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管
継手

水道用逆流防止弁
３～４階建て建物への直結直圧給水、及
び直結増圧式給水に適用

⑤伸縮式可とう継手(メーター用)
第三者認証及び自己認証機関
の検査合格品で管理者が承認
したもの

レジンコンクリート製

⑩メーターボックス 管理者が承認したもの

仕切弁室

被分岐管 分岐管口径 分岐材料

 ５０㎜以上 　割丁字管、丁字管

 ４０㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓

 ５０㎜以上 　割丁字管、丁字管

 ４０㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓、チーズ

   ビニール管  ２５㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓

 （５０㎜以下）  ４０㎜以上 　チーズ

   ビニール管  ５０㎜以上 　割丁字管、丁字管

 （７５㎜以上）  ４０㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓

     鋳鉄管

     鋼　管

被分岐管 分岐管口径 分岐材料

 ７５㎜以上 　割丁字管、丁字管

 ５０㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓

 ７５㎜以上 　割丁字管、丁字管

 ５０㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓、チーズ

   ビニール管  ４０㎜以上 　チーズ

 （５０㎜以下）  ２５㎜以下 　Ａ形ボール式サドル付分水栓※

   ビニール管

 （７５㎜以上）
　Ａ形ボール式サドル付分水栓

     鋳鉄管

     鋼　管

 ２０～５０mm
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改正後 改正前

図３－１　２０mm～５０mm分岐工事標準図 図３－１　２０mm～４０mm分岐工事標準図

第５章　メーター 第５章　メーター

第２節　メーターの設置基準 第２節　メーターの設置基準

１～４　（略） １～４　（略）

５　メーターの設置例
　　下記の（１）～（５）に該当する集合住宅等で、１階に水道メーターを２個以上設置す
る場合は、複式メーターユニットで施工すること。

５　メーターの設置例

（１）集合住宅、雑居ビル、業務用テナントビル、混合ビル（下駄履き住宅）
　　　直結給水方式で１建物内部が、構造上又は利用上独立して使用される区画に分
けられている場合、用途、階に関係なく区画ごとにメーターを設置することができる。
　　　なお、共同トイレ等の共同施設に係る水栓設備には全体で１個のメーターを設置
することができる。

（１）集合住宅、雑居ビル、業務用テナントビル、混合ビル（下駄履き住宅）
　　　直結給水方式で１建物内部が、構造上又は利用上独立して使用される区画に分
けられている場合、用途、階に関係なく区画ごとにメーターを設置することができる。
　　　なお、共同トイレ等の共同施設に係る水栓設備には全体で１個のメーターを設置
することができる。
　　　集合住宅等で、１階に水道メーターを２個以上設置する場合は、複式メーターユ
ニットで施工すること。

（２）～（３）　（略） （２）～（３）　（略）

（４）二世帯住宅
　構造上独立していない１棟の建物でも、生活の本拠として各戸が世帯単位に必要な
機能を有する（台所、トイレ、フロ等の３点）二世帯住宅は２個のメーターを設置すること
ができる。また、三世代住宅も同様とする。その際の引き込み口径及びメーター口径
等の口径決定は、Ｐ９を参照すること。

（４）二世帯住宅
　構造上独立していない１棟の建物でも、生活の本拠として各戸が世帯単位に必要な
機能を有する（台所、トイレ、フロ等の３点）二世帯住宅は２個のメーターを設置すること
ができる。また、三世代住宅も同様とする。その際の引き込み口径及びメーター口径
等の口径決定は、Ｐ９を参照し、複式メーターユニットで施工すること。

（５）　（略） （５）　（略）

（６）貯水槽給水方式
　①集合住宅
　　全体で１個のメーター（親メーター）を設置する。ただし、水道使用者等の希望によ
り、各戸検針・徴収制度（後述Ｐ８１）がある。
　親メーター検針の場合は、散水栓用として、別のメーターを親メーターの1次側に設
置することができる。各戸検針の場合は、非常用給水栓用として、別のメーターを設置
しなければならない。

（６）貯水槽給水方式
　①集合住宅
　　全体で１個のメーター（親メーター）を設置する。ただし、水道使用者等の希望によ
り、各戸検針・徴収制度（後述Ｐ７８）があります。

（７）～（８）　（略） （７）～（８）　（略）
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改正後 改正前

第４節　メーターの設置方法等 第４節　メーターの設置方法等

１　（略） １　（略）

２　メーターは直読方式とする。

３　メーターを地中に設置する場合は、鋳鉄製、プラスチック製等のメーター室に入れ
ること。
　　また、メーター取り外し時の戻り水による汚染の防止について考慮すること。

２　メーターを地中に設置する場合は、鋳鉄製、プラスチック製等のメーター室に入れ
ること。
　　また、メーター取り外し時の戻り水による汚染の防止について考慮すること。

４　メーター室の蓋は黒色を標準とする。

５　メーターの設置に当たっては、メーターに表示されている流水方向の矢印を確認し
た上で水平に取り付けること。また、メーターの器種によっては、メーター前後に所定
の直管部を確保するなど、計量に支障を生じないようにすること。

３　メーターの設置に当たっては、メーターに表示されている流水方向の矢印を確認し
た上で水平に取り付けること。また、メーターの器種によっては、メーター前後に所定
の直管部を確保するなど、計量に支障を生じないようにすること。

６　口径１３㎜～４０㎜のメーターを設置する場合は、メーター室内の一次側にメーター
直結止水栓を設置し、前後の配管は口径１３㎜～２５㎜はユニオン付フレキシブル継
手とする。
口径４０㎜の前後の配管は伸縮可とう継ぎ手（メーター用）を使用し、ＨＩＶＰ管又はビ
ニールライニング鋼管とする。

４　口径１３㎜～４０㎜のメーターを設置する場合は、メーター室内の一次側にメーター
直結止水栓を設置し、前後の配管は口径１３㎜～２５㎜はユニオン付フレキシブル継
手とする。
口径４０㎜の前後の配管は伸縮可とう継ぎ手（メーター用）を使用し、ＨＩＶＰ管又はビ
ニールライニング鋼管とする。

（移動）

５　口径１００㎜以上のメーターを設置する場合は、メーターの両端にソフトシール仕切
弁を設置し、前後の配管はビニールライニング鋼管又はダクタイル鋳鉄管とし、フラン
ジ継手を使用する。

（削除）

６　メーターを設置した給水装置において、当該給水装置の瞬間最大使用水量がメー
ターの瞬時最大許容水量を越える場合は、メーターの損傷を防ぐため定流量弁等を
設置すること。

（削除）
７　口径５０㎜・７５mmのメーターは、直読方式とし、メーター用補足管を使用しないメー
ターバイパスユニット装置を設置し、検針が容易に出来るように小窓付の蓋とする。

７　口径４０㎜以上のメーター装置は、逆止弁内蔵型のメーターバイパスユニット装置と
する。ただし、７５mmのメーターは装置の2次側に逆止弁を設置する方法も可とする。
なお、口径４０mm以上のメーターにおいては、貯水槽水道へ流入する場合は省略す
ることができる。

８　口径４０㎜以上のメーター装置で、メーター取替え時等に断水が困難な建物や、直
結方式の建物については、メーターバイパスユニット装置とする。ただし、貯水槽水道
へ流入する場合は省略することができる。

８　数個のメーターを並べて設置する場合は、メーター下流で交差がないよう配管を考
慮すること。また、メーターボックス内に水栓番号及び部屋番号を明示すること。

９　数個のメーターを並べて設置する場合は、メーター下流で交差がないよう配管を考
慮すること。また、メーターボックス内に部屋番号等を明示すること。

９　集合住宅等のメーター装置は、メーターユニット式もしくは複式メーターユニット式
（直結直圧のみ）とする。

10　集合住宅等のメーター装置は、メーターユニット式とする。

10　口径１００㎜以上のメーターを設置する場合は、メーターの両端にソフトシール仕
切弁を設置し、前後の配管はビニールライニング鋼管又はダクタイル鋳鉄管とし、フラ
ンジ継手を使用する。

第５節　メーター室 第５節　メーター室

１　口径２５㎜以下のメーター室の標準は、図５－１－１口径１３㎜～２５㎜のメーター室
標準図のとおりとし、口径４０㎜のメーター室は、図５－１－２口径４０㎜メーター室標準
図のとおりとする。メーター室に使用する材質は、合成樹脂製，ＦＲＰ製又はダクタイル
鋳鉄製とする。

１　口径２５㎜以下のメーター室の標準は、図５－１－１口径１３㎜～２５㎜のメーター室
標準図のとおりとし、口径４０㎜のメーター室は、図５－１－２口径４０㎜メーター室標準
図のとおりとする。メーター室に使用する材質は、合成樹脂製，ＦＲＰ製とする。

２　口径４０㎜～７５mmのメーターバイパスユニット装置は、検針が容易に出来るように
小窓付の蓋とする。メーター室に使用する材料は、ダクタイル鋳鉄製とする。

３　口径１００㎜以上のメーター室の標準は、図５－２口径１００㎜以上のメーター室標
準図のとおりとし、メーター室に使用する材質は、鉄筋コンクリート製、レジンコンクリー
ト製とする。なお、人や車両の通行などに危険のない場所はコンクリートブロック積の
メーター室としてもよい。メーター室には、ダクタイル鋳鉄製、鋼板製の蓋を設置するこ
と。なお、人や車両の通行などに危険のない場所は、鋳鉄製の蓋としてもよい。

２　口径１００㎜以上のメーター室の標準は、図５－２口径１００㎜以上のメーター室標
準図のとおりとし、メーター室に使用する材質は、鉄筋コンクリート製、レジンコンクリー
ト製とする。なお、人や車両の通行などに危険のない場所はコンクリートブロック積の
メーター室としてもよい。

（３に追加）
３　口径１００㎜以上のメーター室には、ダクタイル鋳鉄製、鋼板製の蓋を設置するこ
と。なお、人や車両の通行などに危険のない場所は、鋳鉄製の蓋としてもよい。

第６章　給水装置の施工 第６章　給水装置の施工

第１節　給水管の分岐 第１節　給水管の分岐

２　分岐の制限 ２　分岐の制限

１　配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０ｃｍ以上離れているこ
と。【政令第6条第1項第1号】

１　配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０ｃｍ以上離れているこ
と。【政令第5条第1項第1号】

２　配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に
比し、著しく過大でないこと。【政令第6条第1項第2号】

２　配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に
比し、著しく過大でないこと。【政令第5条第1項第2号】
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改正後 改正前

３　分岐の方法 ３　分岐の方法

１～８　（略） １～８　（略）

９　サドル付分水栓（ボール式）を取り付ける場合は、貫通部に防食用蜜着コアを取り
付けなければならない。割丁字管を取り付ける場合は、ステンレス製密着コアを取り付
けなければならない。

９　口径２５㎜以下のサドル付分水栓（ボール式）を取り付ける場合は、貫通部に防食
用蜜着コアを取り付けなければならない。

１０～１３　（略） １０～１３　（略）

図６－１　サドル付分水栓Φ２０㎜～Φ５０㎜の分岐方法 図６－１　サドル付分水栓Φ２０㎜～Φ４０㎜の分岐方法

図６－２　不断水割丁字管７５ｍｍ以上の分岐方法 図６－２　不断水割丁字管５０ｍｍ以上の分岐方法

図６―３　二受丁字管　７５ｍｍ以上の分岐方法 図６―３　二受丁字管　５０ｍｍ以上の分岐方法

図６－４　共有管の分岐方法（口径５０ｍｍ以下） 図６－４　私道の分岐方法（口径４０ｍｍ以下）

図６－５　交差点付近から分岐する場合 図６－５　交差点付近から分岐する場合
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改正後 改正前

図６－６　歩道を有する道路で給水管を横断布設する場合 図６－６　歩道を有する道路で給水管を横断布設する場合

図６－７　水路を横断する場合 図６－７　水路を横断する場合（上越しの場合）

第５節　止水栓及び仕切弁 第５節　止水栓及び仕切弁

１～３　（略） １～３　（略）

４　配水管から割丁字管による不断水分岐する仕切弁口径は、７５・１００ ㎜の２口径と
する。

４　配水管から割丁字管による不断水分岐する仕切弁口径は、５０・７５・１００ ㎜の３口
径とする。

第８節　配管工事 第８節　配管工事

１～１０　（略） １～１０　（略）

１１　３・４階直結直圧給水方式の場合は、水道メーター２次側に、逆止弁付きボール
バルブと最上階の管末に空気弁を取付けること。ただし、集合住宅等で地付けメー
ターを設置する場合及び戸建住宅の場合は空気弁を省略することが出来る。

１１　３・４階直結直圧給水方式の場合は、水道メーター２次側に、逆止弁付きボール
バルブと最上階の管末に空気弁を取付けること。ただし、さや管ヘッダー工法の場合
は空気弁を省略することが出来る。

第１３節　その他 第１３節　その他

１（１）　（略） １（１）　（略）

（２）設置基準
①　機能水器具の上流側に逆止付きボールバルブ、下流側にバルブを設置し、機能
水器具の維持管理を容易に行うための措置が講じられていること。

（２）設置基準
①　機能水器具の上流側に逆止付きボールバルブを設置し、機能水器具の維持管理
を容易に行うための措置が講じられていること。

（３）　（略） （３）　（略）
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改正後 改正前

第８章　貯水槽水道の指導基準 第８章　貯水槽水道の指導基準

第５節　付属設備 第５節　付属設備

１～４　（略） １～４　（略）

５　波立ちの防止
　　ボールタップに影響がないよう、満水時の波立ち防止の遮蔽板を取付けること。な
お、水位差の取れる定水位弁及びボールタップについては、波立ち遮蔽版を省くこと
ができる。

５　波立ちの防止
　　ボールタップに影響がないよう、満水時の波立ち防止の遮蔽板を取付けること。

６　逆流防止
　　受水タンクに給水する場合は、吐水口を落し込みとし、吐水口と越流面並びに吐水
口中心から壁までの距離は、所定の吐水口空間をとること。（前述Ｐ６２）
　　波立ち防止のため給水管の吐水口が、最高水位より下となる場合は、真空破壊孔
を設けなければならない。なお、真空破壊孔は壁との距離に応じて、越流面から所定
の吐水口空間をとること。

６　逆流防止
　　受水タンクに給水する場合は、吐水口を落し込みとし、吐水口と越流面並びに吐水
口中心から壁までの距離は、呼び径の２倍以上とする。

７　（略） ７　（略）

８　非常用給水栓
　　　ポンプの故障や停電等に備え、親メーター1次側にメーターを設置すること。もしく
は親メーター2次側の直結部で応急給水用の水栓柱を設置すること。なお、各戸徴収
を行っている建物に関しては、親メーターの1次側に非常用のメーターを設置し、受水
タンク付近に非常用給水栓を設けること。この非常用メーターは散水栓と兼用すること
ができる。

１～２３　（略） １～２３　（略）

24　ポンプ故障等の緊急時に備え、緊急連絡先（管理会社、ポンプ設置会社、指定給
水装置工事事業者）を記入した表示板を、居住者及び関係者にわかるよう管理人室
等に掲示すること。（図８－１）

図８－１　緊急連絡先（参考例）

　　　　　　　　　　　　※A4もしくはA3サイズとする

第６節　配管構造 第６節　配管構造

１～３　（略） １～３　（略）

４　メーター前後の配管は、給水装置の構造及び材質の基準(省令第14号4)に適合し
ているものを使用すること。また、耐衝撃性硬質塩化ビニールライニング管等及びメー
ターユニットを使用し構造物に完全に固定されていること。

４ メーター前後の配管は、給水装置の構造及び材質の基準(省令第14号4)に適合
しているものを使用すること。また、硬質塩化ビニールライニング鋼管等を使用し
構造物に完全に固定されるていること。

５～６　（略） ５～６　（略）

第７節　貯水槽水道・直結直圧・増圧方式等のメーターの設置基準 第７節　貯水槽水道・直結直圧・増圧方式等のメーターの設置基準

１　（略） １　（略）

２　配管構造
　(１)～（３）　（略）

２　配管構造
　(１)～（３）　（略）

（削除）

　(４)　メーターに近接して上流側に止水栓バルブ、下流側に逆止弁等を設けたもので
あること。

　(４)　メーター前後の配管は、耐衝撃性硬質塩化ビニールライニング管及びメーター
ユニットを使用し構造物に完全に固定されること。

　(５)　メーター前後の配管は、原則として硬質塩化ビニールライニング鋼管を使用し
構造物に完全に固定されること。

　(５)　各戸のメーターにより使用水量が、全て計量できる配管構造であること。 　(６)　各戸のメーターにより使用水量が、全て計量できる配管構造であること。

（削除）
　(７)　親メーターの二次側に逆止弁付ボール止水栓を設置すること。

　(６)　親メーターから受水タンクの間に設置された直圧給水栓（散水栓等）は撤去する
こと。

　(８)　親メーターから受水タンクの間に設置された直圧給水栓（散水栓等）は撤去する
こと。

　(７)　親メーターの上流側に散水栓用のメーターを設置し、受水タンク付近に散水栓
を設けて、ポンプ故障時等の非常用給水栓とすること。

　(９)　親メーターの上流側に散水栓用のメーターを設置し、受水タンク付近に散水栓
を設けて、ポンプ故障時等の非常用給水栓とすること。

３　メーター設置基準
　（１）～（９）　（略）

３　メーター設置基準
　（１）～（９）　（略）

　(10)　各戸メーターの接続には、メーターユニットを使用すること。
　　　メーターユニットのパッキンはＯリング又はメーター用平パッキンを使用し、上流側
に止水栓、下流側に逆止弁等が一体となった製品で、メーター接続部に伸縮機能を
持たせ容易にメーターの着脱を行うことができる構造とする。
　　　使用したパッキンをメーターユニット本体に明示すること。

　(10)　各戸メーターの接続には、メーターユニットを使用すること。
　　　メーターユニットのパッキンはＯリング又はメーター用平パッキンを使用し、上流側
に止水栓、下流側に逆止弁等が一体となった製品で、メーター接続部に伸縮機能を
持たせ容易にメーターの着脱を行うことができる構造とする。
　　　平パッキンを使用するときは、メーターユニット本体に明示すること。
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改正後 改正前

第９章　給水装置工事に伴う申請手続き等 第９章　給水装置工事に伴う申請手続き等

第１節　給水装置工事の施工承認 第１節　給水装置工事の施工承認

　給水装置の新設、改造、修繕とは法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水
装置の軽微な変更を除く。以下同じ。〕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるとこ
ろにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。　【条例第
5条】

　給水装置の新設、改造、修繕とは法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水
装置の軽微な変更を除く。以下同じ。〕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるとこ
ろにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。　【条例第
5条】

第９節　手数料 第９節　手数料

１　手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。
　　　設計審査手数料　　　　　　　　　１水栓番号１回につき　　　３，０００円(非課税)
　　　工事検査手数料　　　　　　　　　１水栓番号１回につき　　　６，０００円(非課税)
　　　立会料（分岐工事１３～５０㎜）　　　１回につき　　　　　　　　６，０００円(課税)
　　　立会料（分岐工事７５㎜以上）　　　１回につき　　　　　　　１１，０００円(課税)
　　　立会料（仕切弁操作）　　　　　　　　１回につき　　　　　　　　６，０００円(課税)
　　　停水料（配水管切取工事）　　　　　１回につき　　　　　　　４０，０００円(課税)
　　　各戸検針（事務手数料）　　　　　　１件につき　　　　　　　　６，０００円(課税)
　　　受水タンク・増圧装置（中間検査費）１箇所につき    　　　　６，０００円(非課税)

１　手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。
　　　設計審査手数料　　　　　　　　　１水栓番号１回につき　　　３，０００円(非課税)
　　　工事検査手数料　　　　　　　　　１水栓番号１回につき　　　６，０００円(非課税)
　　　立会料（分岐工事１３～４０㎜）　　　１回につき　　　　　　　　６，０００円(課税)
　　　立会料（分岐工事５０㎜以上）　　　１回につき　　　　　　　１１，０００円(課税)
　　　停水料（配水管切取工事）　　　　　１回につき　　　　　　　４０，０００円(課税)
　　　各戸検針（事務手数料）　　　　　　１件につき　　　　　　　　６，０００円(課税)
　　　受水タンク・増圧装置（中間検査費）１箇所につき    　　　　６，０００円(非課税)

２　（略） ２　（略）

第１１節　臨時用給水装置工事の取り扱い 第１１節　臨時用給水装置工事の取り扱い

１　工事その他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際
管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がな
いと認めたときは、この限りでない。【条例第29条第1項】

１　工事その他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際
管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がな
いと認めたときは、この限りでない。【条例第28条第1項】

２　前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。【条例第29条第2項】 ２　前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。【条例第29条第1項】

３　（略） ３　（略）

１～２　（略） １～２　（略）

３　臨時用の使用をやめたとき、料金精算を行うことになるので臨時用(工事用)の使用
者名義は支払者の了承を得るものとし、できれば指定工事業者が代行して申し込むこ
と。

３　臨時用の使用を廃止したとき、料金精算を行うことになるので臨時用(工事用)の使
用者名義は支払者の了承を得るものとし、できれば指定工事業者が代行して申し込
むこと。

４～７　（略） ４～７　（略）

第１０章　指定給水装置工事事業者の役割 第１０章　指定給水装置工事事業者の役割

第１節　指定給水装置工事事業者制度 第１節　指定給水装置工事事業者制度

１　（略） １　（略）

２　指定工事業者は、国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基
準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。【法第25条
の8】

２　指定工事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基
準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。【法第25条
の8】

３～５　（略） ３～５　（略）

１～４　（略） １～４　（略）

５（１）～（３）　（略） ５（１）～（３）　（略）

（４）　次に掲げる行為を行わないこと。 （４）　次に掲げる行為を行わないこと。

① 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装
置を設置すること。
　　②　（略）

① 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装
置を設置すること。
　　②　（略）

　（５）　（略） 　（５）　（略）

第２節　給水装置工事主任技術者の役割 第２節　給水装置工事主任技術者の役割

１　(１)～(3)　（略） １　(１)～(3)　（略）

(４)　その他国土交通省令で定める職務。 【法第25条の4第3項】 (４)　その他厚生労働省令で定める職務。 【法第25条の4第3項】

２　給水装置工事主任技術者の職務。【規則第23条】
　　　法第25条の4第3項第4号の国土交通省令で定める給水装置工事主任技術者の
職務は、管理者の給水区域において施工する給水装置工事に関し、当該管理者と次
の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。

２　給水装置工事主任技術者の職務。【規則第23条】
　　　法第25条の4第3項第4号の厚生労働省令で定める給水装置工事主任技術者の
職務は、管理者の給水区域において施工する給水装置工事に関し、当該管理者と次
の各号に掲げる連絡又は調整を行うこととする。

（１）～（3）　（略） （１）～（3）　（略）
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